
知
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
！

税
金
の
種
類
と
内
容

・

町
民
税

毎
年
一
月
一
日
現
在
の
住
所
地

の
市
町
村
で
、
家
族
構
成
な
ど
を

加
味
し
て
前
年
の
所
得
に
応
じ
て

課
税
さ
れ
ま
す
。

こ
の
税
の
納
付
方
法
は
六
月
よ

り
翌
年
の
五
月
ま
で
、
毎
月
の
給

与
か
ら
差
し
引
か
れ
る
特
別
徴
収

と
、
納
税
通
知
書
に
よ
り
、
年
四

回
に
分
け
て
納
め
て
も
ら
う
普
通

徴
収
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。

●
固
定
資
産
税

毎
年
一
月
一
日
現
在
で
町
内
の

土
地
・
家
屋
・
償
却
資
産
を
所
有

し
て
い
る
か
た
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

税
額
は
、
課
税
標
準
額
に
I
・

四
％
の
税
率
を
か
け
て
計
算
し
ま

す
が
、
課
税
標
準
額
が
免
税
点
（
土

地
＝
三
十
万
円
、
家
屋
＝
二
十
万

円
、
償
却
資
産
＝
百
五
十
万
円
）

未
満
の
場
合
は
、
固
定
資
産
税
は

課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

住
宅
用
の
土
地
や
新
築
家
屋
に

つ
い
て
は
、
一
定
要
件
を
満
た
せ

ば
税
が
軽
減
さ
れ
る
な
ど
の
特
例

措
置
が
あ
り
ま
す
。

・

軽
自
動
車
税

毎
年
四
月
一
日
現
在
で
軽
四
輪

自
動
車
・
二
輪
の
小
型
車
・
原
動

付
自
転
車
・
小
型
特
殊
車
な
ど
の

所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

古
く
な
っ
て
使
用
し
な
か
っ
た

り
、
他
人
に
譲
っ
た
り
し
た
場
合

や
、
廃
車
や
名
義
変
更
の
手
続
き

を
怠
る
と
い
つ
ま
で
も
課
税
さ
れ

ま
す
。
手
続
き
は
忘
れ
ず
に
行
い

ま
し
ょ
う
。

・
国
民
健
康
保
険
税

町
内
に
住
ん
で
い
て
国
保
に
加

入
し
て
い
る
か
た
は
、
保
険
税
を

納
め
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。
納
め

た
保
険
税
は
、
国
保
の
た
い
せ
つ

な
財
源
と
し
て
そ
の
ほ
と
ん
ど
が

医
療
費
の
支
払
い
に
あ
て
ら
れ
て

い
ま
す
。

保
険
税
の
算
出
は
、
次
の
四
項

目
を
合
算
し
た
も
の
が
一
年
間
の

保
険
税
と
な
り
ま
す
。

①
所
得
割
＝
世
帯
の
収
入
に
応
じ

て
計
算
し
ま
す
。

②
資
産
割
＝
世
帯
の
資
産
に
応
じ

て
計
算
し
ま
す
。

③
均
等
割
＝
加
入
者
数
に
応
じ
て

計
算
し
ま
す
。

④
平
等
割
＝
一
世
帯
当
た
り
で
計

算
し
ま
す
。

税
金
電
話
相
談
（
タ
ッ
ク
ス
ア
ン
サ
ー
）

～
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
が
お
答
え
し
ま
す
～

■
タ
ッ
ク
ス
ア
ン
サ
ー
と
は
？

あ
な
た
の
税
の
相
談
に
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
ー
が
音
声
ま
た
は
フ
ァ
ッ

ク
ス
で
お
答
え
す
る
シ
ス
テ
ム
で

す
。
オ
フ
ィ
ス
や
ご
家
庭
の
電
話

で
簡
単
に
ご
利
用
で
き
ま
す
。
気

軽
に
電
話
し
て
く
だ
さ
い
。

■
利
用
方
法

①
「
タ
ッ
ク
ス
ア
ン
サ
ー
コ
ー
ド

表
」
で
お
聞
き
に
な
り
た
い
コ
ー

ド
番
号
を
確
認
し
て
、
お
近
く
の

タ
ッ
ク
ス
ア
ン
サ
ー
へ
電
話
し
て

く
だ
さ
い
。

※
「
タ
ッ
ク
ス
ア
ン
サ
ー
コ
ー
ド

表
」
は
、
税
務
署
や
役
場
税
務
課

に
備
え
て
い
ま
す
。

②
電
話
か
ら
「
案
内
の
声
」
が
流

れ
ま
す
の
で
、
そ
れ
に
従
っ
て
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

■
利
用
上
の
注
意

①
利
用
時
間
は
毎
日
六
時
か
ら
二

十
四
時
ま
で
で
す
。
日
曜
・
祝
日

な
ど
の
休
日
に
も
利
用
で
き
ま
す
。

②
1
回
の
電
話
で
最
高
5
つ
ま
で

の
コ
ー
ド
番
号
の
解
説
を
聞
く
こ

と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
同
じ
コ
ー

ド
番
号
の
解
説
を
繰
り
返
し
お
聞

き
に
な
り
た
い
と
き
は
、
も
う
一

度
同
じ
番
号
を
指
定
し
て
く
だ
さ

い
。

③
法
令
の
改
正
等
が
あ
っ
た
と
き

は
、
特
定
の
コ
ー
ド
番
号
の
サ
ー

ビ
ス
を
中
止
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

④
ダ
イ
ヤ
ル
式
公
衆
電
話
や
内
線

電
話
か
ら
は
、
利
用
で
き
な
い
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

■
電
話
番
号

・
0
8
3
9

－
2
3
－
8
8
6
6

町
税
は
便
利
な
口
座
振
替

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
！

口
座
振
替
に
よ
る
税
納
付
は
、

う
っ
か
り
納
期
限
を
忘
れ
る
こ
と

や
納
付
の
手
間
を
省
き
ま
す
。
電

気
代
や
ガ
ス
代
な
ど
の
公
共
料
金

の
自
動
振
替
と
同
様
に
便
利
な
納

付
方
法
で
す
。

手
続
き
は
簡
単
で
す
。
町
内
の

銀
行
・
農
協
・
漁
協
・
郵
便
局
・

役
場
税
務
課
ま
た
は
、
両
支
所
に

申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

な
お
、
口
座
振
替
開
始
は
原
則

と
し
て
1
ヵ
月
後
と
な
り
ま
す
。

高
齢
化
社
会
と
こ
れ
か
ら

の
税人

生
八
十
年
と
い
う
世
界
一
の

長
寿
を
誇
る
わ
が
国
は
、
同
時
に
、

世
界
に
前
例
の
な
い
超
高
齢
社
会

を
迎
え
つ
つ
あ
り
ま
す
。
出
生
率

の
低
下
に
よ
る
少
子
化
も
加
わ
っ

て
、
社
会
を
構
成
す
る
バ
ラ
ン
ス

が
大
き
く
崩
れ
よ
う
と
し
て
い
る

の
で
す
。

働
き
手
と
高
齢
者
の
比
率
は
、

平
成
七
年
に
六
十
五
歳
以
上
の
お

年
寄
り
一
人
を
約
四
人
で
支
え
て

い
た
も
の
が
、
平
成
三
十
二
年
に

は
約
二
人
で
支
え
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

こ
の
よ
う
な
高
齢
化
社
会
の
到

来
に
伴
っ
て
、
高
齢
化
社
会
を
支

え
る
二
本
柱
と
も
い
う
べ
き
年
金

と
医
療
を
中
心
と
す
る
社
会
保
障

の
給
付
費
は
、
今
後
さ
ら
に
増
加

す
る
と
見
込
ま
れ
ま
す
。

こ
の
財
政
支
出
の
ほ
と
ん
ど
を

税
金
で
ま
か
な
っ
て
お
り
、
税
金

の
も
つ
役
割
は
ま
す
ま
す
重
要
に

な
っ
て
い
ま
す
。

税
金
の
こ
と
に
関
す
る
お
問
い

合
せ
は
長
門
税
務
署
・
2
2
‐

2
4
4
1
ま
た
は
役
場
税
務
課

・
3
2
‐
1
1
1
1
ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。
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